
政
令
第
三
十
八
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す

る
政
令

内
閣
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八

条
第
一
項
、
第
六
十
条
第
十
一
項
及
び
第
六
十
二
条
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条

の
十
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一

項
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第

七
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
条
の
三
第
一
項
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
七
条
並
び
に
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額

の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
一
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
の
委
員
」
を
「
の
教
育
長
及
び
委
員
」
に
、
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
、
「
第
十
八
条
―
第
二
十
二

条
」
を
「
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
」
に
、
「

第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
一
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
章

教
育
委
員
会
の
教
育
長
及
び
委
員

第
三
条
第
一
項
中
「
、
教
育
委
員
会
の
」
の
下
に
「
教
育
長
又
は
」
を
、
「
と
あ
る
の
は
「
」
の
下
に
「
教
育
長
又
は
」

を
加
え
、
同
項
の
表
第
九
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
教
育
委
員
会
の
」
の
下
に
「
教
育
長
又
は
」
を
加
え
、
同
表
第
九
十
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
項
中
「
委
員
」
を
「
教
育
長
若
し
く
は
委
員
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
委
員
」
を
「
教
育
長
又
は
委
員
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
中
「
第
十
九
条
第
四
項
後
段
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
、
法
第
二
十
三
条
」
を
「
、
法
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項



」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
の
う
ち
法
第
二
十
三
条
」
を
「
の
う
ち
法
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改

め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
四
条
の
二
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
教
育
組
合
の
」
の
下
に
「
教
育
長
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
の
」
の
下

に
「
教
育
長
及
び
」
を
、
「
第
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
委
員
の
」
を
「
教
育
長
又
は
委
員
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
を
削
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
最
初
の
」
の
下
に
「
教
育
長
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項



」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
教
育
長
及
び
前
項
」
に
、
「
行
な
わ
れ
る
」
を
「
行
わ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
地
方
自
治
法
施

行
令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
長
の
職
務
を
行
う
者
（
以
下
「
市
町
村
長
職
務
執
行
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「

市
町
村
長
職
務
執
行
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

市
町
村
の
設
置
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
自
治
法

施
行
令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
長
の
職
務
を
行
う
者
（
次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
長
職
務
執
行
者
」
と
い

う
。
）
が
、
従
来
そ
の
地
域
の
属
し
て
い
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
教
育
長
で
あ
つ
た
者
で
当
該
新
た
に
設
置
さ
れ
た

市
町
村
の
設
置
に
伴
い
教
育
長
の
職
を
失
う
こ
と
と
な
つ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
教
育
長

を
臨
時
に
選
任
す
る
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
に
お
い
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
い
な
い
と
き
は
、
教
育
長
を
当

該
市
町
村
の
長
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
五
人
」
を
「
四
人
」
に
、
「
二
人
」
を
「
一
人
」
に
、
「
六
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
、
「
又
は
三
人
以

上
と
す
る
場
合
」
を
削
り
、
「
年
数
と
す
る
」
を
「
年
数
と
し
、
同
条
た
だ
し
書
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
定



数
を
三
人
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
人
は
四
年
、
一
人
は
三
年
、
一
人
は
二
年
と
し
、
同
条
た
だ
し
書
の
条
例
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
定
数
を
二
人
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
人
は
四
年
、
一
人
は
二
年
と
す
る
」
に
改
め
、
第
五
章

中
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
二
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
」
に
、
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
委
員
長
」
を
「
教
育
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
七
章
中
第
二
十
三
条
を
第

二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
」
に
、
「
、
従
前
」
を
「
従
前
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し

、
第
八
章
中
第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
二
十
、
第
百
七
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
百
七
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
の
委
員
」
の
下

に
「
（
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
教
育
長
及
び
委
員
）
」
を
加
え
る
。



第
百
七
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
の
委
員
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
教
育
長
及
び
委
員
）
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
の
委
員
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
教
育
長
及
び
委
員
）
」
を
加
え
、
「
す
べ
て
」

を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
五
十
第
一
項
第
六
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
長
及
び
同
法
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「

第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号

）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
長

第
百
七
十
四
条
の
五
十
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
長
及
び
同
法
第
十
九
条
第
二
項
」
を

「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
ホ
を
ヘ
と
し
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
ロ
か
ら
ホ
ま
で
と
し
、
同
号
に
イ
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号

）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
長



第
百
七
十
四
条
の
五
十
第
三
項
第
十
九
号
中
「
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
を
「
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
五
十
五
第
三
項
中
「
第
百
七
十
四
条
の
五
十
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
第
百
七
十
四
条
の
五
十
第
一
項

第
二
十
三
号
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
長
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
長
を
除

く
。
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
七
及
び
第
二
十
三
条
の
八
中
「
（
同
項
に
規
定
す
る
教
育
長
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
」
を
削

る
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号
）
の
一
部



を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
委
員
、
教
育
長
」
を
「
教
育
長
、
委
員
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
五
条

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
中
「
の
う
ち
」
の
下
に
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。

（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
文
部
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
条
中
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
三
項
第
二

こ

号
」
に
改
め
る
。



（
公
益
信
託
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
益
信
託
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
四
年
政
令
第
百
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項

」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
負
担

額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国
庫

負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
五
号
中
「
第
十
九
条
第
四
項
後
段
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一
章
、
第
二
章
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
令

」
と
い
う
。
）
第
一
章
、
第
二
章
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
旧
令
第
十
五
条
中
「
第
二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
一
条
」
と
す
る
。

２

市
町
村
の
設
置
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
新
た
に
設
置
さ
れ
た
市
町
村
の
設
置
に
伴
い
旧
教
育
長
（
改
正
法
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
職
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
の
教
育
委
員
会
の
教
育
長
を
い
う
。
）
の
職
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
者
が
在
職
し
て
い
た
市
町

村
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
二
十
一
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
旧
令
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七



十
四
条
の
二
十
、
第
百
七
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
百
七
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
二
十
三

第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
二
十

、
第
百
七
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
百
七
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

施
行
令
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
七
及
び
第
二
十
三
条
の
八
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
七
及
び
第
二

十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
指
定
都
市
の
設
置
す
る
高
等
学
校
の
定
時
制
課
程
の
校
長
等
に
係
る
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在

職
期
間
の
通
算
等
の
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

指
定
都
市
の
設
置
す
る
高
等
学
校
の
定
時
制
課
程
の
校
長
等
に
係
る
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ

き
在
職
期
間
の
通
算
等
の
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す



る
。第

九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
中
「
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
を
「
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
五
条
の
う
ち
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
第

十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。



理

由

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
市
町
村
の
設
置
が
あ
っ
た
場

合
に
お
け
る
最
初
の
教
育
長
の
選
任
等
に
つ
い
て
定
め
る
等
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
そ
の

他
の
関
係
政
令
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


